
兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。 

  令和６年３月４日 

兵庫県後期高齢者医療広域連合長  門  康 彦   

兵庫県後期高齢者医療広域連合条例第１号 

兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正す   

る条例 

 兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例（平成１９年兵庫県後期高

齢者医療広域連合条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

第８条中「令和４年度及び令和５年度」を「令和６年度及び令和７年度」に、「１００

分の１０．２８」を「１００分の１１．２４」に改める。 

第９条中「令和４年度及び令和５年度」を「令和６年度及び令和７年度」に、「５０，

１４７円」を「５２，７９１円」に改める。 

第１２条中「６６万円」を「８０万円」に改める。 

第１４条第１号ア中「及び法第１１７条第２項の規定による拠出金」を「、法第１１７

条第２項の規定による拠出金及び法第１２４条の２第１項の規定による出産育児支援金並

びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４

号）の規定による流行初期医療確保拠出金等」に改め、同条第３号中「、被保険者均等割

総額」の次に「の４８分の５２に相当する額」を加える。 

第１６条第１項第２号中「２９万円」を「２９５,０００円」に改め、同項第３号中

「５３５，０００円」を「５４５,０００円」に改める。 

附則第３条及び第４条を次のように改める。 

第３条及び第４条 削除 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

第２条 この条例による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する

条例（以下「改正後の条例」という。）の規定は、令和６年度以後の年度分の保険料に

ついて適用し、令和５年度分までの保険料については、なお従前の例による。 

（経過措置） 

第３条 令和６年度において、兵庫県後期高齢者医療広域連合が被保険者（次の各号のい

ずれかに該当する者に限り、次条の適用を受ける被保険者を除く。）に対して課する保

険料の賦課限度額については、改正後の条例第１２条中「８０万円」とあるのは、「７

３万円」とする。 



 

(1) 昭和２４年３月３１日以前に生まれた者 

(2) 令和７年３月３１日以前に高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８

０号）第５０条第２号の認定を受け、被保険者の資格を有している者（前号に掲げる

者及び昭和２４年４月１日から昭和２５年３月３１日までに生まれた者で７５歳に達

した後に、当該認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなっ

たものを除く。） 

第４条 令和５年の基礎控除後の総所得金額等が５８万円を超えない者に対して課する令

和６年度における所得割率については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の

例により算定するものとする。 

２ 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合において、保険料の賦課限度

額は６７万円とし、後期高齢者負担率は１００分の１２.２４とする。 

３ 第１項の場合における所得割率は、１００分の１０.３２とする。 


